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新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

ワクチン接種期間が延長されました
問▶保健センター
(☎〈76〉1133）

新型コロナワクチン接種の期間が令和６年３月31日まで延長されました。期間延長に伴い、
接種の対象者や回数が変更となります。
※�今号で掲載している内容は３月1４日時点の情報です。最新情報は市HPをご確認ください。

市HPへ

※�平日午前８時３０分～
午後５時１５分受付。 詳細はQRコードから県HPをご確認ください。☎〈９１〉３５６７

接種券や接種会場等に関する問合せ
安城市新型コロナワクチン接種コールセンター

接種後の副反応等に関する問合せ
愛知県新型コロナウイルス感染症
健康相談窓口

topic 1

新しい接種区分について

問▶危機管理課(☎〈71〉2220）

　3月１３日から、愛知県の基本方針は以下のとおりとなりました。本人の意思に反してマスクの着脱
を強いることがなく、個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮をお願いします。
◦個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本
◦症状がある場合等で通院等やむを得ず外出する場合は、人混みを避け、マスクを着用する
◦感染防止対策として、マスクの着用が効果的な場面では着用を推奨
※引き続き「三つの密」の回避、「手洗い等の手指衛生」「換気」等の基本的な感染対策をお願いします。

県HPへ

マスク着用の考え方が変わりました

いずれも初回接種（１・２回目接種）を終了し、前回接種から3カ月以上経過している人が対象。春開
始接種の接種券は４月下旬頃発送予定。
※春開始接種対象①～③以外の１２歳以上の人は５月８日㈪から秋開始接種が始まるまでは接種できません。

接種区分 接種対象

令和５年度春開始接種
（オミクロン株対応ワクチン）
※開始日は５月８日㈪。

①6５歳以上の人
②基礎疾患を有する又は重症化リスクが高いと医師が認める５～64歳の人
③医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者
※接種券が手元にある人はそのまま使用できます。
※接種券がない人で②③に該当する人は市HP（右記QRコー
　ド）又は市コールセンター（下記参照）から申請が必要です。

令和５年度秋開始接種 ５歳以上の人�
※接種開始日等の詳細は決まり次第お知らせします。

５～11歳の小児へのオミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました
使用ワクチン➡小児用ファイザー社製オミクロン株対応ワクチン
対象者➡５～１１歳の１・２回目（初回接種）又は3回目接種が終了しており、前回の
接種から3カ月以上経過している人　
※接種券が手元にある人はそのまま使用できます。その他の人は随時発送します。

初回接種（1・2回目接種）について
初回接種が終了していない人は手元の接種券で引き続き接種を受けることができます。
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問▶選挙管理委員会（行政課内／☎〈７１〉２２０８）
topic 2

期日前投票はお早めに
投票日に予定のある人は、期日前投票ができます。入
場券が届いている場合は、裏面の宣誓書に必要事項を
記入してお持ちください。
◆期日前投票のできる日時・場所
日時➡４月17日㈪～22日㈯午前８時３０分～午後８時
場所➡市役所(北庁舎７階)・明祥支所・桜井支所・北
部支所
※特に最終日の４月22日㈯は、大変混み合いますので、
　早めにお越しください。
※�お住まいの地域にかかわらず、いずれの場所でも投
票できます。

入場券は郵送します
入場券は、投票日の２日前までに届くように、世帯主
宛てに郵送します。入場券が届かなかったり、なくし
たりした場合でも、投票所にある選挙人名簿と照合し、
確認できれば投票できます。

投票は指定された投票所で
４月2３日㈰の投票所は、入場券に記載しています。よ
く確認して指定された投票所で投票してください。
※�市内で転居した人で、４月５日以降に転居届を提出
した人は、転居前の住所地の投票所で投票してくだ
さい。

※�車いすを使用している人や高齢者等で、段差で移動
が難しい等の支障があるときは、係員がお手伝いし
ますので、気軽にお声がけください。

※投票日当日は、午前中が混み合う傾向にあります。

こんな投票もできます
●代理投票　けがや病気等により字が書けない場合
は、投票所の係員が代筆します。秘密は固く守られ
ます
●点字投票　目の不自由な人で点字のできる人は、
点字で投票することができます
●不在者投票　病院、老人保健施設等に入院・入所
中の人は、その施設で不在者投票ができる場合があ
ります。早めに施設に確認してください。
また、一定程度の障害等級の人、要介護状態区分が
「５」の人、市外に滞在中の人は、選挙管理委員会に
請求等の手続をすれば、不在者投票ができる場合が
あります。郵送でのやりとりが必要になるため、早
めに手続をしてください

開票は東祥アリーナ安城で
投票日の午後９時1０分から東祥アリーナ安城で行い
ます。参観は自由です。
※市HPに投開票の速報を掲載します。

投票所となる施設は休館します
以下の施設は、４月2３日㈰は臨時休館します。
●施設名　桜井公民館・桜井児童センター、西部公
民館、安祥公民館、東部公民館、明祥公民館・明祥
児童センター・明祥福祉センター、二本木公民館・
二本木児童センター、中部公民館・中部児童セン
ター、昭林公民館（ホール・音楽室のみ開館）、安祥
閣、市民交流センター、北部福祉センター

安城市議会議員一般選挙の投票日
4月23日日は

候補者の氏名・経歴・政見等が掲載されている選挙公報は、
新聞折り込み又は各家庭の郵便受け等に直接入れる方法によ
りお届けします。今回の選挙では、音声版を作成し、市HP
に掲載する予定です。

選挙公報

投票できる人
平成17年４月2４日以前に生まれた日本国籍を有する人で、令和
５年１月1５日以前に安城市で住民票が作成され、引き続き投票
日（又は期日前投票をする日）まで市内に住んでいる人。
※他の市町村へ転出した人は、投票できません。

投票時間は
午前７時～
午後８時


